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阿賀野市 総務部 危機管理課 

阿賀野市地域防災計画の一部改訂（令和 4年 4月）について 

 

 

１ 一部改訂の背景 

  現行の阿賀野市地域防災計画は、国の防災基本計画や新潟県地域防災計画等上位計画との整

合性を図り防災体制及び災害対策をより実効性を高くし、令和３年３月に一部改定したもので

す。 

 平成 30年 7月豪雨では、大雨特別警報が 11府県に発令される記録的な大雨となり、死者・

行方不明者が 200人を超える未曾有の大惨事でした。この未曾有の豪雨災害を教訓とし、避難

対策の強化を検討し、「避難勧告等に関するガイドライン」を改定、居住者等が災害時に取るべ

き避難行動を直感的にわかるように避難情報等を 5段階に整理して情報提供できるように改善

しました。しかし、警戒レベルの運用により避難情報の等は分かりやすくなったものの、令和

元年台風 19号（令和元年東日本台風）では、東日本各地で国及び県管理河川において 142箇所

決壊する等、同時多発的かつ甚大な被害が発生し、避難情報の警戒レベル４に避難勧告、避難

指示（緊急）の両方が位置付けられ分わかりにくかった課題も顕在化しました。 

そこで、令和 3年 5月の災害対策基本法が一部改正され、警戒レベル４の避難勧告と避難指

示については「避難指示」に一本化され、これまでの避難勧告のタイミングに避難指示を発令

するなどの避難情報が改善されました。 

  新潟県においては、令和３年５月の災害対策基本法の一部改正を踏まえて、令和３年６月に

新潟県地域防災計画を修正し、県全体の防災力の強化を推進しています。 

  本市においては、令和３年６月に修正した新潟県地域防災計画との整合性を図り、防災体制及

び災害対策をより実効性の高いものとするため、このたび阿賀野市地域防災計画の一部改訂を

行うものです。 

 

２ 一部改訂のポイント 

（１） 令和３年６月修正の新潟県地域防災計画の修正ポイントを参考とし、新潟県地域防災計画と整

合性を図りました。 

（２） 本編及び資料編において、気象情報内容や数値データ等の時点修正と、災害復旧対策としての融

資制度等の現在化（融資制度内容、金額等）を図りました。 

（３） 用語の現在化を含め文書を見直し、文言等の修正を行いました。 
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３ 一部改訂の内容等（本編） 

（１） 構成と一部改訂の有無（構成の変更はありません） 

 

構成   ① 風水害対策編 … 本地域防災計画の基となる編  ← 一部改訂あり 

      

②震災対策編 … 風水害対策編で同様の内容は準用  ← 一部改訂あり 

       

         ③ 個別災害対策編 … 風水害対策編又は震災対策編で同様の内容は準用  

                 （個別災害対策編の各対策） 

③-1 原子力災害対策 ← 一部改訂あり 

              ③-2 雪害対策  ← 一部改訂あり 

                ③-3 津波災害対策  ← 一部改訂あり 

                  ③-4 航空機事故災害対策  

                    ③-5 鉄道事故災害対策  

                      ③-6 道路事故災害対策  ← 一部改訂あり 

                        ③-7 大規模火災対策  

                        ③-8 その他の災害対策 ← 一部改訂り 

 

（３） 主な一部改訂の規定内容等 

  避難勧告・指示の一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととし、避難情報のあり方を

包括的に見直した。 

 現   行 修  正  後 

避難準備・高齢者等避難開始 高齢者等避難 

避難勧告 削る 

避難勧告等 

避難指示等 
避難の勧告及び指示 避難の勧告又は指示 

避難の指示・勧告 

避難のための勧告・指示等 

災害発生情報 緊急安全確保 

  

資料編について 

・記載内容のなかで、変更や修正等がある箇所を時点修正 

 

矢 印 は 準

用規定する

ための順位

であり、災害

対策の順位

を示すもの

ではありま

せん。 


